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不在者財産管理人選任事件とは・・・ 

 不在者(従来の住所または居所を去って帰ってくる見込みのない
者）が財産管理人を置かない場合に，家庭裁判所が利害関係人等の請
求によって財産管理人を選任し，家庭裁判所の後見的監督の下で，管
理人が不在者に代わって，不在者の財産管理や財産処分又はその保存
行為を行う制度をいいます。 

この制度の趣旨・目的は， 

「不在者の財産を管理・保全すること」という点にあります。 

民法２５Ⅰ，２６ 

注意！ 

１ 不在者は，必ずしも生死不明であ

ることを要しません。 

２ 生死不明であっても，死亡が証明

されるか失踪宣告が確定するま

での間は，不在者とされます。 

【memo】 

このような場合に不在者財産管理人が必要になります 

① 親族が亡くなり，相続人の間で遺産分割協議を行いたいのだが，

相続人の１人が行方不明のような場合。 

② 不在者名義の不動産（土地・建物）につき，時効取得を主張する

者が不在者に対し，不動産の所有権確認訴訟や移転登記手続訴訟を

提起したい場合。 

③ 不在者名義の不動産（土地・建物）に抵当権を設定している債権

者（抵当権者）が，当該不動産の不動産競売手続を申し立てたい場

合。 

※ これら以外にも不在者財産管理人が必要となる様々なケースがあ

ります。 

不在者財産管理人にはこのような権限があります 

    不在者財産管理人は，不在者の法定代理人とされますが，「権限

の定めのない代理人」と同様の権限を有することになります。 

   すなわち，管理人の権限は，管理する財産の保存行為，管理の目

的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用改良行為のみ

に限定され，これらの範囲を超える行為（財産処分，遺産分割協

議，契約など）については，家庭裁判所に対し「権限外行為許可の

申立て」を行い，あらかじめ許可を得た上で行う必要があります。 

 

 ※ 申立人が財産管理人候補者を立てることは可能ですが（申立書

に「財産管理人候補者」記載欄があります），必ずしもその候補

者が選任されるとは限りません。管理財産の規模，予想される不

在者財産管理人の業務に応じて，場合によっては専門職（弁護

士，司法書士等）が選任される場合があります。 

民法２８，１０３ 

【関係法令】 

家事事件手続法別表第

一の５５ 

民法２５～２９ 

家事事件手続法１４５

～１４７ 

家事規則８７ 

注意！ 



Ｑ．不在者が共同相続人である場合の遺産分割協議を目的として申立てをしたいのです

が注意する点は何ですか？ 

Ａ．以下の点をご注意ください。 

① 事前に他の相続人と協議し遺産分割協議案を作成してください。その遺産分割案は，
不在者の法定相続分が確保されていることが必要です。 

  仮に相続財産が不動産のみであり，現物分割が相当でないとした場合には，代償分
割・換価分割を検討することになります。 

② 相続人を確定する必要がありますので，被相続人（亡くなった方）の出生から死亡ま
での戸籍と被相続人から相続人の現在の戸籍につながる戸籍が必要になります。 

Ｑ．費用はどれくらいかかりますか？ 

Ａ．以下の費用が必要となります。 

① 予納金（管理予定財産から管理人報酬が見込めない場合には，申立て後，不在者財産管理人の
行う業務に照らして，裁判官がその金額を決定します。） 

② 申立手数料８００円（収入印紙を申立書に貼付） 

③ 郵便切手１９５０円 

  （内訳 ５００円×２枚，１１０円×８枚，５０円×１枚，２０円×１枚）  

  ※郵便料（現金）での納付も可能です（２０００円）が、現金を郵送する方法で納付すること 

       はできません。郵便料（現金）での納付の方法等は裁判所にお問い合わせください。 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ．不在者が所有している不動産のみの管理又は処分をしてもらいたいのですが可能

ですか？ 

Ａ．不在者の特定の財産だけの管理・処分を行うことはできません。 

 不在者財産管理人は，不在者の帰来時までの間について，不在者の財産全般の管理を行うも  
のであるため，不在者の個別の財産のみの管理及び処分を行うことはできません。 

 不在者財産管理人は，選任後，不在者の財産調査を行い，不在者が所有しているすべての財産に
ついて管理します。 

Ｑ．申立人となり得る人は「不在者との間で法律上の利害関係を有する者」とのこと

ですが，具体的にどのような人があたるのでしょうか？ 

Ａ．例として，以下の者が「法律上の利害関係を有する者」といえます。 

 ① 不在者とともに共同相続人となっている者 

 ② 不在者の債権者，担保権者 

 ③ 不在者の財産を時効取得した者 

 ④ 生命保険の解約や満期保険金の受取を目的とする者 

 ⑤ 境界確定を求める隣地所有者 

 ⑥ 不在者の財産を買収しようとする国，地方公共団体 

 ⑦ 不在者の債務者 
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□ 管轄：不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所。 

    上記が不明な場合は，不在者の財産所在地または東京家庭裁判所 

□ 申立人：利害関係人（法律上の利害関係）または検察官 

□ 申立手数料：収入印紙８００円 

□ 郵便切手：合計１９５０円 

   （内訳 ５００円×２枚，１１０円×８枚，５０円×１枚，２０円×１枚） 

□ 申立てに必要な書類 

申立てにあたって・・・ 
【memo】 

【申立前に確認してください！】 

① 不在者の所在は本当に不明ですか？（不在者の戸籍附票などを取得し，現在の住所を調査してください） 

② 不在者につき失踪宣告の要件（普通失踪‐７年 特別失踪‐１年）を満たしていませんか？満たしている場合は，失踪宣告の申立てについ

て検討してください。   ※あくまで不在者財産管理人選任は不在者の失踪宣告までの暫定的手続です。 

Check! 

  ○ 申立書１通（定型書式あり） 

 

 【申立人関係】 

  ○ 申立人が法人の場合には法人登記簿謄本 

 【不在者関係】  

  ○ 不在者の戸籍謄本（全部事項証明書） 

  ○ 不在者の住民票または戸籍附票（職権消除されている場合を含む） 

  ○ 不在者の不在を証明する資料 

   例）・「あて所尋ねあたらず」「転居先不明」で返戻された郵便物の写し（※「不在」は不可） 

       ・家出人捜索願受理証明書写し 

       ・不在者の居住地にかかる現地調査報告書 

       ・親族からの事情聴取書 等 

  ○ 判明している限りの不在者の財産目録及びその疎明資料 

   例）預貯金通帳写し，不動産登記簿謄本，固定資産評価証明書 

 【利害関係を明らかにする資料】  

   ○ 債権者申立ての場合，債権の存在を明らかにする借用書や 

    消費貸借契約書等 

   ○ 不在者を相続人とする遺産分割を目的とした申立ての場合 

       ・遺産分割協議書案（不在者の法定相続分が確保されていること。事前に相続人の合意を得ていること。） 

       ・被相続人の出生から死亡までの戸籍及び各相続人につながる戸籍（相続人を確定できること） 

       ・相続関係図 

       ・被相続人の財産目録（遺産分割の対象となる財産） 

 【財産管理人関係（候補者がいる場合）】 

  ○ 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票 

家事事件手続法１４５ 

家事事件手続法７，家事規則６ 

民法２５ 

民訴費用法３，同法別表第一の１５ 

※提出いただく戸籍謄本等は

発行から３か月以内のもの

を提出してください。 

1998520108
ハイライト表示

1998520108
ハイライト表示



不在者財産管理人選任手続の一般的な流れ 

不在者財産管理人選任の申立て 

（必要があれば）予納金の納付  

不在者財産管理人選任の審判 

（※認容審判及び却下審判いずれも不服申立てはできません） 

管理人からの権限外行為許可の申立

処分行為を必要とする事由の発生 

管理人による管理業務の開始 

管理終了原因の発生 

①失踪宣告 ②不在者の死亡判明 ③不在者の所在判明等により自ら財産管理できる

ようになったとき  ④不在者自ら管理人を置いたとき 

管理人からの報酬付与の申立て→報酬付与の審判 

不在者・不在者の相続人・相続財産管理人・委任管理人に対する 

          管理財産の引継ぎ 

管理終了（予納金が余れば申立人に還付） 

裁判所による審理手続 

（不在者の所在調査のための調査嘱託，書面照会，審問など） 


